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１ 施設案内 
《休館日》 

第１、３、５日曜日 第２、４月曜日 祝日 年末年始(12 月 28 日～1 月 3 日) 
※ 行事等の理由で休館日を変更することがあります。 
※ 休館日は、年間カレンダー等でご案内しています。 

《利用時間帯》  

午前 9：00～12：00  

午後 13：00～16：30  

夜間 17：00～21：30  

 ※ 開館時間は、午前 9 時から午後９時 30 分までです。 
 ※ 準備・後片付け・清掃を含めた時間です。使用時間は厳守してください。 
 ※ 利用調整などの関係で、時間帯を変更することがあります。 
 
《部屋の使用料・用途》 

階 

層 
部屋名 

面積 

（㎡） 

使用料（円） 
人数(目安) 主な用途 

午前 午後 夜間 

１ 

階 

実習室 約４９ 500 600 800 24 
調理実習、会議

など 

和 室 
約２３ 

(12 畳) 
300 400 500 1２ 

会議、茶道、華

道など 

談話室 約２３ ― ― ― １０ 会議など 

 

２ 

階 

講 堂 約１６７ 800 1,000 1,200 70 
運動、レクリェ

ーションなど 

会議室 約４８ 400 500 600 24 会議など 

 

市内に居住し、通勤し、または通学している方以外の方の使用料の額は、《部屋の使用料・用途》にお

いて規定する使用料の５割増しの額になります。 

 

《団体登録について》 

公民館を使用する場合には、年度ごとに「公民館使用団体活動調査票」、及び「公民館使用団
体会員名簿」のご提出が必要となります。「公民館使用団体活動調査票」の提出がない場合は、

公民館はご利用いただけません。詳細については、事務室にお問い合わせください。 
なお、免除要件は、市内に団体の事務所（代表者又は連絡先の住所を含む。）があり、構成員

の半数以上が朝霞市に居住、通勤、または通学している団体です。 

北朝霞公民館利用ガイドブック 

公民館は、学習、文化、スポーツ及びコミュニティ形成など生涯学習活動の拠点と 

して自主的に活動する団体・サークル等が利用できる社会教育施設です。 

公民館を利用する皆様が気持ち良く利用できるように、ルール・マナーを守って 

利用をお願いします。 

R6.1改訂 
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・提出後、内容に変更があった場合は、事務室に申し出て、随時更新手続きをしてください。 
・ご提出いただいた「公民館使用団体活動調査票」及び「公民館使用団体会員名簿」の内容で

使用料免除の可否を判断します。 
・「公民館使用団体会員名簿」は、国や市の個人情報保護に関する法令を遵守し、取得目的以
外の利用には提供いたしません。 

 

《使用の制限》 
 営利を目的とした団体の活動(教室・塾など)、特定の政党・宗教を支持するための活動に
は利用できません。また、以下に該当する場合も利用できません。 
・単に遊興飲食する場所として使用する場合 
・虚偽の申請など不正な手段によって使用の許可を得た場合 
・使用者が使用の権利を第三者に譲渡、または転貸した場合 
・公の秩序を乱す恐れがあると判断した場合 
・施設等を破損する恐れがあると判断した場合 
・施設の管理上支障があると判断した場合 

２ 予約・使用申請・使用取消しの方法について 

仮予約 （使用料を免除された社会教育関係団体は、仮予約できます。） 

受付期間：使用する月の２か月前の 1 日から 20日までの間に「仮予約申込書」を北朝霞公民
館事務室窓口のほかメール・FAX・郵送で提出してください。（メール・FAX の場合は送信後に
公民館に確認の電話連絡を入れてください。） 

     ただし、20日が休館日にあたるときは、次の開館日まで提出できます。  

   【仮予約の注意】 

    ※ 窓口にある仮予約する月の予定表により使用できない日時、部屋を確認してください。 

    ※ 「仮予約申込書」は、窓口で職員に渡してください。 

    ※ 複数の公民館に対し、同じ日、同じ時間で申し込むことは、できません。 

    ※ 予備のための日を予約することは、できません。 

    ※ 電話、口頭による申し込みは、できません。 

※ 上記受付期間外に申し込むことは、できません。 

    ※ 「仮予約申込書」の提出だけで予約は、確定しません。（利用調整後に確定します。） 
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利用調整 仮予約申込期間終了後（通常 21 日）から月末までの間に、仮予約の利用調整を行います。 

※ 利用調整期間は、利用調整を行っている月の空き状況の問い合わせには、答えられません。 

※ サークル同士で使用希望が重複するときは、利用調整を行います。 

        ※ 利用調整は、希望回数、目的等を総合的に考慮して行います。 

    ※ 利用調整した結果、希望回数に満たない場合や、希望と異なる部屋となるなど、希望に添え

ない場合がありますが、「北朝霞公民館は、多くの方が広く使用する施設」でありますこと

をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。なお、月末に予約は確定しますが、北朝

霞公民館から予約確定の連絡は行いません。 

 

     一般予約：予約のない部屋は、使用する前月の１日から窓口で予約でき、（電話予約可能、 

ＦＡＸ予約不可。）先着順で受け付けします。 

使用申請：予約した部屋は、使用する前月の１日から窓口で「公民館使用申請書」を提出 

して、使用申請をしてください。 

  ※ 有料で使用する場合、「公民館使用申請書」提出するときに使用料をお支払いください。

なお、領収した使用料は、返還できませんのであらかじめご了承ください。        

      ※ 北朝霞公民館の部屋の空き状況は、市ホームページ『公共施設予約案内サービス』にて

ご覧になれます。（『公共施設予約案内サービス』では、予約できません。） 

インターネットアドレス http://www2.pf489.com/asaka/web/               
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※ できる限り多くの人に利用していただけるように、ご協力をお願いします。 

一般予約 
・ 

使用申請 

確 定 



3 

 
《例 6 月 1 日に部屋の使用を希望する場合》 

                                                       (当日) 

  4/１       4/20 ４/21     4/30 5/1            5/31  6/1 
   

   仮予約申込       利用調整       使用申請受付 

                       空き状況確認・予約・使用申請 

  

 

《予約・使用申請した部屋の使用取消し方法》 

  予約・使用申請した部屋の使用を中止するときは、速やかに窓口、または電話で使用取消しを 
行ってください。（ＦＡＸ連絡不可。） 

  また、使用取消しを行うにあたっては、日時、部屋名、サークル名・連絡者氏名・連絡先電話
番号・取消し理由等を申し出てください。 

 

３ 使用上の注意について 

《部屋の鍵について》 

   部屋の鍵は、窓口でサークルの名称を名乗ってから、鍵を受け取り、部屋の鍵を開け

て使用してください。（講師の方と鍵の受け渡しは行いません。） 

部屋を使用しているときは、サークル自身で責任を持って管理・使用してください。 

部屋を使用した後は、部屋の鍵を閉めて、鍵を窓口に返却してください。     
※次に使用するサークルが早めに待機している場合も、必ず部屋の鍵を閉めてから、 

鍵を窓口に返却してください。    
※部屋の掃除やメンテナンス等により、部屋の鍵が開いている場合がありますが、必ず 

窓口で鍵を受け取って使用してください。  
※一時的に部屋を空ける場合でも、その都度、鍵を窓口に返却してください。 

 
 《部屋の使用について》 

   部屋を使用しているときは、使用者自身で自主管理をしてください。 

使用後は、必ず清掃を行い、机、椅子、備品等は元の位置に戻してください。 

なお、実習室は使用後に部屋の点検を行いますので、立会いをお願いします。 
 
・講堂 → モップ・ブラシ・掃除機等により床を清掃 
・実習室・和室・談話室・会議室 → 机・床・流し台等を清掃 

 
 《使用時間について》 

   使用時間の中には、「準備」「片付け」「清掃」までの全ての時間が含まれます。 

使用時間は、厳守してください。 
 
《調理品の持ち出し禁止について》 

   北朝霞公民館では、保健所からの指摘もあり、衛生管理の観点から実習室等において 

      調理したものを館外に持ち出しをすることはできません。 
 
 《飲酒・喫煙について》 

館内及び敷地内では、飲酒・喫煙はできません。 
 
 《ゴミについて》 

   館内活動で発生するゴミは、お持ち帰りください。 

特に、調理で発生する生ゴミや使用後の紙おむつなどは、衛生管理の観点から館内の 

ゴミ箱には捨てないで、必ずお持ち帰りください。 
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 《駐車場について》 

   駐車台数が限られています。 

公共交通機関、徒歩、自転車、または乗り合わせでの来館にご協力をお願いします。 

なお、駐車場内での盗難・事故等は、公民館では一切の責任を負いかねます。 
 
 《2 階ロビーについて》 

   ２階ロビーを使用するときは、窓口に声をかけてください。 

   ルール及びマナーを守り、他の人に迷惑をかけることのないように使用してください。 
 
《図書室について》 

   開室時間は午前 9 時から午後 5 時 15 分までです。 

   図書室内の資料・図書を、閲覧することや借りることができます。 

予約した図書や視聴覚資料（CD、DVD）を借りることができます。 

北朝霞公民館図書室、朝霞市立図書館（本館）、朝霞市立図書館北朝霞分館及び他公

民館図書室において借りた図書や視聴覚資料を返却することができます。 

 ※休館時・夜間に図書を返却するときは、玄関脇に設置しているブックポストに入れてく

ださい。 

 ※視聴覚資料（CD、DVD）は、開室時の図書窓口のみの返却となります。 
 
《落し物》 

館内における所持品の紛失等については、公民館では一切の責任を負いかねますので、

自己管理を徹底してくださるようお願いいたします。 

 
４ 公民館の設備について 
《印刷機について》 

印刷機は、1 階ロビーに設置しています。 

公民館の使用料を免除された団体等が、活動資料などを印刷原稿 1 枚につき 20 枚 

以上印刷するときは、印刷機を使用できます。 

なお、印刷原稿 1 枚につき１９枚以下の印刷のときは、有料コピー機を使用してくだ

さい（１枚 10 円）。 

 ※印刷機を使用するときは、印刷原稿を提示して、申し出てください。  

「印刷機使用票」に、使用日・団体名・所在地・原稿枚数・総枚数等を記入して窓口

に提出のうえ、電源コードを借り受けて印刷機を使用してください。 

 ※印刷機の印刷可能な用紙は、B５、B4、A4、A3 です。 

 ※印刷用紙は、各自で用意してください。 

 ※カラー印刷はできません。 

 

《備品について》 

   部屋に備え付けている備品は、自由に使用してください。 

部屋に備え付けていない備品は、窓口に申し出てください。 

なお、備品を使用した後は、元の位置、または窓口に戻してください。 

 ※ 使用方法などで不明な点がありましたら、職員までお尋ねください。 

※ 備品を汚損・破損したときは、すみやかに職員まで申し出てください。 

※ 汚損・破損している備品を発見したときは、職員まで連絡をしてください。 
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備品一覧  

階層 部屋名 主 な 備 品 

１ 

 

階 

和室 座卓、座布団 

実習室 調理器具（冷蔵庫内の物を除く。） 

談話室 机、椅子 

事務室 
ラジカセ、ビデオデッキ、ＤＶＤデッキ、プロジェクター、包丁

セット、電熱器、延長コード、折りたたみ椅子 

２ 

 

階 

会議室 机、椅子 

倉庫 

机、椅子、卓球台、ホワイトボード、ござ 

（サークルが所有・保管している物品がありますので、ご注意く

ださい。） 

講堂 ピアノ（鍵は窓口で貸出します。）、鏡 

映写室 放送設備、テレビ、ミニコンポ、ラジカセ、延長コード 

ガス器具を使用するときは、必ず換気扇をまわして換気をしてください。 

実習室の調理器具を使用したときは、洗浄して元の位置に戻してください。   

各部屋にあるエアコンを使用するときは、こまめに温度調節を行うなど、節電にご協

力ください。 

各部屋にあるホワイトボードを使用するときは、窓口でマーカーを貸し出します。 

 

５ サークルの会員募集等について 

《ポスター掲示、チラシ設置について》 

ポスターの掲示は、１階ロビー掲示板に掲示します。  

チラシの設置は、１階入口付近のパンフレット台に設置します。 

ポスターの掲示、チラシの設置を希望するときは、窓口に申し出てください。 

※ ポスターの掲示期間は、最長で 3 か月まで、順次、新しいポスターと交換します。 

 

《広報あさか「市民伝言板」への掲載について》 

「会員募集」・「行事案内」は共に、1 サークルにつき年度内２回まで、3 か月以上

の間隔を空けて掲載できます。 

「会員募集」の掲載を希望するときは、窓口に申し出てください。 

「掲載申込書」を渡しますので必要事項を記入のうえ、窓口に提出してください。 

紙面の都合などにより、希望月に掲載されるとは限りませんので了承ください。  

「行事案内」の掲載を希望するときは、調整がありますので、市役所３階シティ・プ

ロモーション課まで直接持参してください。 
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《令和６年度 生涯学習ガイドブック「コンパス」への掲載について》 

2 月の仮予約締切日（２月２0 日）までに提出のあった「公民館使用団体活動調査票」

に基づき掲載を行います。 

６月頃より生涯生涯学習ガイドブック「コンパス」は、市内各施設で配布・閲覧いた

だけます。 

※生涯学習ガイドブック「コンパス」に掲載する場合は、同様の内容が朝霞市公式ホ

ームページにも掲載されます。 

 

６ 北朝霞公民館まつりの協力について 

《北朝霞公民館まつり（1０月）の参加募集について》 

1０月に、皆様のサークル活動の成果を発表する場となります「北朝霞公民館まつり」

を開催する予定です。 

「北朝霞公民館まつり」は、サークル主体の実行委員会形式により実施していきます。 

多くのサークルに参加いただきますようお願い申し上げます。 

参加に伴う手続き等の問い合せは、窓口でお尋ねください。 

 

７ その他  

《近隣住宅への配慮》 

当館は住宅地に隣接しております。サークル活動中は、一時的に窓を閉める、音量を

抑えるなど近隣の方への配慮をお願いいたします。 
 

 


